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評価対象： 

株式会社ジャックスに対するポジティブ・インパクト・ファイナンス 

貸付人：株式会社横浜銀行 

評価者：株式会社浜銀総合研究所 

第三者意見提供者：株式会社日本格付研究所（JCR） 

 

 

 

結論： 

本ファイナンスは、国連環境計画金融イニシアティブの策定した「ポジティブ・イ

ンパクト金融原則」及び「資金使途を限定しない事業会社向け金融商品のモデル・

フレームワーク」に適合している。 

また、環境省の ESG金融ハイレベル・パネル設置要綱第 2項（4）に基づき設置さ

れたポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトフ

ァイナンスの基本的考え方」と整合的である。 
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I. JCR の確認事項 

JCRは、株式会社横浜銀行が株式会社ジャックス（同社）に対して実施するポジティブ・

インパクト・ファイナンス（本ファイナンス）について、株式会社浜銀総合研究所による分

析・評価を参照し、国連環境計画金融イニシアティブ（UNEP FI）の策定した「ポジティブ・

インパクト金融原則」及び「資金使途を限定しない事業会社向け金融商品のモデル・フレー

ムワーク」（モデル・フレームワーク）に適合していること、環境省の ESG金融ハイレベル・

パネル設置要綱第 2項（4）に基づき設置されたポジティブインパクトファイナンスタスク

フォースがまとめた「インパクトファイナンスの基本的考え方」と整合的であることを確認

した。 

PIFとは、持続可能な開発目標（SDGs）の目標達成に向けた企業活動を、金融機関等が審

査・評価することを通じて促進し、以て持続可能な社会の実現に貢献することを狙いとして、

当該企業活動が与えるポジティブなインパクトを特定・評価の上、融資等を実行し、モニタ

リングする運営のことをいう。 

ポジティブ・インパクト金融原則は、4つの原則からなる。すなわち、第 1原則は、SDGs

に資する三つの柱（環境・社会・経済）に対してポジティブな成果を確認できること、なお

かつネガティブな影響を特定し対処していること、第 2原則は、PIF実施に際し、十分なプ

ロセス、手法、評価ツールを含む評価フレームワークを作成すること、第 3原則は、ポジテ

ィブ・インパクトを測るプロジェクト等の詳細、評価・モニタリングプロセス、ポジティブ・

インパクトについての透明性を確保すること、第 4原則は、PIF商品が内部組織または第三

者によって評価されていることである。 

本第三者意見は、PIF第 4原則で推奨されている評価の透明性及び客観性確保のため、JCR

が独立した第三者機関として、本ファイナンスの合理性及び本ファイナンスに基づくファ

イナンスのインパクト及び横浜銀行の PIF 評価フレームワーク及び本ファイナンスの PIF

原則に対する準拠性等を確認し、本ファイナンスの PIF原則及びモデル・フレームワークへ

の適合性及び「インパクトファイナンスの基本的考え方」との整合性について確認すること

を目的とする。 
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II. ポジティブ・インパクト金融原則への適合に係る意見 

ポジティブ・インパクト金融原則 1 定義 

SDGsに資する三つの柱（環境・社会・経済）に対してポジティブな成果を確認できるこ

と、なおかつネガティブな影響を特定し対処していること。 

SDGs に係る包括的な審査によって、PIF は SDGs に対するファイナンスが抱えている諸

問題に直接対応している。 

 

本ファイナンスは、横浜銀行が同社のポジティブ・インパクト・ビジネスを支援するため

の PIFを実施する枠組みと位置付けられている。 

横浜銀行及び浜銀総合研究所は、本ファイナンスを通じ、同社の持ちうるインパクトを、

UNEP FIの定めるインパクトエリア/トピック及び SDGsの 169ターゲットについて包括的

な分析を行った。 

本ファイナンスでは、各インパクトのポジティブ・ネガティブの両面が着目され、ネガテ

ィブな側面を持つ項目にはその改善を図る目標が、ポジティブな側面を持つ項目にはその

最大化を図る目標が、それぞれ設定されていると JCRは評価している。 

 

  



 
 
 

 - 4 -  

 

 

ポジティブ・インパクト金融原則 2 フレームワーク 

PIFを実行するため、事業主体（銀行・投資家等）には、投融資先の事業活動・プロジェ

クト・プログラム・事業主体のポジティブ・インパクトを特定しモニターするための、十

分なプロセス・方法・ツールが必要である。 

JCRは、横浜銀行が PIFを実施するために適切な実施体制とプロセス、評価方法及び評価

ツールを確立したことを確認した。 

 

(1) 横浜銀行は、本ファイナンス実施に際し、以下の実施体制を確立した。 

 

(出所：横浜銀行提供資料) 

 

(2) 実施プロセスについて、横浜銀行では社内規程を整備している。 

 

(3) インパクト分析・評価の方法とツール開発について、横浜銀行からの委託を受けて、

浜銀総合研究所が分析方法及び分析ツールを、UNEP FIが定めた PIFモデル・フレー

ムワーク、インパクト分析ツールを参考に確立している。 
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ポジティブ・インパクト金融原則 3 透明性 

PIFを提供する事業主体は、以下について透明性の確保と情報開示をすべきである。 

・本 PIFを通じて借入人が意図するポジティブ・インパクト 

・インパクトの適格性の決定、モニター、検証するためのプロセス 

・借入人による資金調達後のインパクトレポーティング 

ポジティブ・インパクト金融原則 3で求められる情報は、全て浜銀総合研究所が作成した

評価書を通して横浜銀行及び一般に開示される予定であることを確認した。 
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ポジティブ・インパクト金融原則 4 評価 

事業主体（銀行・投資家等）の提供する PIFは、実現するインパクトに基づいて内部の専

門性を有した機関または外部の評価機関によって評価されていること。 

本ファイナンスでは、浜銀総合研究所が JCR の協力を得て、インパクトの包括分析、特

定、評価を行った。 

 

また、JCRは、本ファイナンスの KPIに基づくインパクトについて、PIF原則に例示され

た評価基準に沿って以下のとおり確認した結果、多様性・有効性・効率性・追加性が期待さ

れると評価している。本ファイナンスで定められた KPIは、上記のインパクト特定及び同社

のサステナビリティ活動の内容に照らしても適切である。 

 

① 多様性：多様なポジティブ・インパクトがもたらされるか 
 

本ファイナンスは、同社のバリューチェーン全体を通して、多様なポジティブ・イン

パクトの発現及びネガティブ・インパクトの抑制が期待される。 

各 KPI が示す 3 項目のインパクトは、以下のとおりそれぞれ幅広いインパクトエリア

／トピックに亘っている。 

(1) 安心・安全、身近で利便性の高いサービス提供 

ポジティブ・インパクト：「零細・中小企業の繁栄」「ファイナンス」 

(2) 人が尊重され、多様な人材が成長し活躍できる経営の実践 

ポジティブ・インパクト「雇用」「賃金」 

ネガティブ・インパクト「健康および安全性」「社会的保護」「ジェンダー平等」

「年齢差別」「その他の社会的弱者」 

(3) 環境保全に貢献する取り組みの推進 

ポジティブ・インパクト「エネルギー」「ファイナンス」「気候の安定性」 

ネガティブ・インパクト「気候の安定性」「廃棄物」 

また、これらをバリューチェーンの観点から見ると、例えば、事務所運営における自

社での GHG排出量削減、廃棄物削減、女性管理職割合向上、自社サービスの提供段階

における太陽光・蓄電池ローン、教育ローン、デンタルローンの提供拡大等が挙げら

れる。 
 

② 有効性：大きなインパクトがもたらされるか 
 

本ファイナンスは、大きなポジティブ・インパクトの発現及びネガティブ・インパク

トの抑制が期待される。 

2025 年 3 月期の同社の売上高は 1,910 億円である。同社は、主にクレジット、ペイメ
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ント、ファイナンスの 3 部門を主力事業としており、そのうちクレジット事業におい

て国内トップクラスの売上高を有する。 

ジャックスは、創業の精神として「信為萬事本（信を万事の本と為す）」を掲げてお

り、「MVV（MISSION・VISION・VALUE）」や「倫理・行動規範」を定め、2022年度

にはグループの持続的成長と事業活動を通じた環境・社会課題の解決を図るために、5

つのマテリアリティを特定し、2025年度にマテリアリティの見直しを実施している。

2025 年度を初年度とする中期 3 カ年経営計画「Do next!」では、ジャックスグループ

の持続的成長と企業価値の向上を目指している。 

同社は、各 KPI が示す 3 項目のインパクト（安心・安全、身近で利便性の高いサービ

ス提供・人が尊重され、多様な人材が成長し活躍できる経営の実践・環境保全に貢献

する取り組みの推進）を日本国内にフォーカスされているものの会社全体で推進して

いる。ジャックスは業界大手の企業であり、これらの取り組みは同業界への波及を含

め、大きなインパクトをもたらすものと期待される。 
 

③ 効率性：投下資本に比して大きなインパクトがもたらされるか 
 

本ファイナンスは、効率的なポジティブ・インパクトの発現及びネガティブ・インパ

クトの抑制が期待される。 

本ファイナンスで定められたインパクトに関する目標と KPI は、ジャックスが特定し

たマテリアリティのうち、「環境保全に貢献する取り組みの推進」「人が尊重され、多

様な人材が成長し活躍できる経営の実践」「日本と ASEANにおける豊かなコミュニテ

ィ形成への貢献」に資するものである。 

本ファイナンスの各 KPI が示すインパクトは、同社の特定したマテリアリティに係る

ものであり、本ファイナンスによってインパクトの効率的な発現・抑制が期待される。 
 

④ 倍率性：公的資金や寄付に比して民間資金が大きく活用されるか 
 

各 KPIが示すインパクトについて、本項目は評価対象外である。 
 

⑤ 追加性：追加的なインパクトがもたらされるか 
 

本ファイナンスは以下にリストアップしたとおり、SDGs の 17 目標及び 169 ターゲッ

トのうち複数の目標・ターゲットに対して、追加的なインパクトが期待される。 
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(1) 「安心・安全、身近で利便性の高いサービス提供」に係る SDGs 目標・ターゲット 
        

 

目標 3：すべての人に健康と福祉を 

ターゲット 3.8. 全ての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基礎的な保

健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワ

クチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を達成

する。 
     

 

目標 4：質の高い教育をみんなに 

ターゲット 4.3. 2030 年までに、全ての人々が男女の区別なく、手の届く質の高い

技術教育・職業教育及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるよ

うにする。 
  

 

目標 8：働きがいも 経済成長も 

ターゲット 8.3. 生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを

支援する開発重視型の政策を促進するとともに、金融サービスへのアクセス改

善などを通じて中小零細企業の設立や成長を奨励する。 

ターゲット 8.10. 国内の金融機関の能力を強化し、全ての人々の銀行取引、保険及

び金融サービスへのアクセスを促進・拡大する。 
     

(2) 「人が尊重され、多様な人材が成長し活躍できる経営の実践」に係る SDGs 目標・
ターゲット  

  

 

目標 3：すべての人に健康と福祉を 

ターゲット 3.4. 2030 年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を

通じて３分の１減少させ、精神保健及び福祉を促進する。 
   

 

目標 4：質の高い教育をみんなに 

ターゲット 4.4. 2030 年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのあ

る人間らしい仕事及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増

加させる。 
   

 

目標 5： ジェンダー平等を実現しよう 

ターゲット 5.5. 政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、

完全かつ効果的な女性の参画及び平等なリーダーシップの機会を確保する。 
     

 

目標 8：働きがいも 経済成長も 

ターゲット 8.5. 2030 年までに、若者や障害者を含む全ての男性及び女性の、完全

かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、並びに同一労働同一賃

金を達成する。 
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ターゲット 8.8. 移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態にある労

働者など、全ての労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進する。 
    

 

目標 10：人や国の不平等をなくそう 

ターゲット 10.2. 2030 年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、

あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、全ての人々の能力強化及び社

会的、経済的及び政治的な包含を促進する。 
   

(3) 「環境保全に貢献する取り組みの推進」に係る SDGs 目標・ターゲット 
    
          

 

目標 7：エネルギーをみんなに そしてクリーンに 

ターゲット 7.2. 2030 年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネ

ルギーの割合を大幅に拡大させる。 
   

 

目標 8：働きがいも経済成長も 

ターゲット 8.10. 国内の金融機関の能力を強化し、全ての人々の銀行取引、保険及

び金融サービスへのアクセスを促進・拡大する。 
   

 

目標 12： つくる責任、つかう責任 

ターゲット 12.4. 2020 年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフ

サイクルを通じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健

康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への

放出を大幅に削減する。 
   

 

目標 13：気候変動に具体的な対策を 

ターゲット 13.1. すべての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱

性（レジリエンス）および適応の能力を強化する。 

ターゲット 13.3. 気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓

発、人的能力及び制度機能を改善する。 
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III. モデル・フレームワークへの適合に係る意見 

（1）インパクト特定の適切性評価 

JCR は、本ファイナンスにおけるインパクト特定の内容について、モデル・フレームワ

ークに示された項目に沿って以下のとおり確認した結果、適切な分析がなされていると評

価している。 
    

モデル・フレームワークの確認項目 JCR による確認結果 

事業会社のセクターや事業活動類

型を踏まえ、操業地域・国において

関連のある主要な持続可能性の課

題、また事業活動がこれらの課題

に貢献するかどうかを含めて、事

業環境を考慮する。 

業種・エリア・サプライチェーンの観点から、同

社の事業活動全体に対する包括的分析が行われ、

インパクトエリア／トピックが特定されている。 

 

関連する市場慣行や基準（例えば

国連グローバル・コンパクト 10原

則等）、また事業会社がこれらを遵

守しているかどうかを考慮する。 

同社は、「国際人権章典」及び国際労働機関（ILO）

の「労働における基本的原則及び権利に関する宣

言」等の人権に関する規範を支持・尊重するとと

もに、国際連合の「ビジネスと人権に関する指導

原則」を実行の枠組みとしてとらえ、事業活動を

行うすべての国または地域における関係法令を

遵守し国際規範を尊重することを宣言している。 

また、同社は、TCFD(気候変動関連財務情報開示

タスクフォース)への賛同を表明している。 

以上より、同社は、人権や気候変動といった分野

で対応を進めていることが確認されている。 

CSR 報告書や統合報告書、その他

の公開情報で公に表明された、ポ

ジティブ・インパクトの発現やネ

ガティブ・インパクトの抑制に向

けた事業会社の戦略的意図やコミ

ットメントを考慮する。 

同社は、公表している「統合報告書 2025」等の公

開情報で、インパクトエリア／トピックを特定

し、公に表明している。 

グリーンボンド原則等の国際的イ

ニシアティブや国レベルでのタク

ソノミを使用し、ポジティブ・イン

パクトの発現するセクター、事業

活動、地理的位置（例えば低中所得

UNEP FIのインパクト分析ツール、グリーンボン

ド原則・ソーシャルボンド原則のプロジェクト分

類等の活用により、インパクトエリア／トピック

が特定されている。 
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モデル・フレームワークの確認項目 JCR による確認結果 

国）、経済主体の類型（例えば中小

企業）を演繹的に特定する。 

PIF 商品組成者に除外リストがあ

れば考慮する。 

同社は、横浜銀行の定める融資方針等に基づく不

適格企業に該当しないことが確認されている。 

持続可能な方法で管理しなけれ

ば、重大なネガティブ・インパクト

を引き起こし得る事業活動につい

て、事業会社の関与を考慮する。 

同社の事業で想定し得る重要なネガティブ・イン

パクトとして、GHG排出量、ジェンダー差別等が

特定されている。これらは、同社のマテリアリテ

ィ等で抑制すべき対象と認識されている。 

事業会社の事業活動に関連する潜

在的なネガティブ・インパクトや、

公表されている意図と実際の行動

（例えばサプライチェーンの利害

関係者に対してや従業員の中での

行動）の明らかな矛盾を特定する

ため、考え得る論点に関する利用

可能な情報を検証する。 

横浜銀行は、原則として同社の公開情報を基にイ

ンパクトエリア／トピックを特定しているが、重

要な項目に関しては、その裏付けとなる内部資料

等の確認及びヒアリングの実施により、手続きを

補完している。なお、JCRは浜銀総合研究所の作

成した本ファイナンスに係る評価書を踏まえて

同社にヒアリングを実施し、開示内容と実際の活

動内容に一貫性があることを確認している。 

 

（2）KPI設定の適切性評価及びインパクト評価 

「ポジティブ・インパクト金融原則 4 評価」に既述の通り、JCRは横浜銀行の設定した

KPIについて、適切であると評価している。 

 

（3）モニタリング方針の適切性評価 

本ポジティブ・インパクト・ファイナンスで設定した KPI の達成および進捗状況につい

ては、原則同社の担当者が横浜銀行へ関連する資料を提出することで確認する。具体的に

は、決算が 3月のため、7月末頃までに関連する資料を横浜銀行が確認し、必要に応じて、

対面、電話、追加の書類提出等でモニタリング対象となる指標についてフィードバック等

のやりとりを行う。 

横浜銀行は、KPI 達成に必要な資金およびその他ノウハウの提供、あるいは横浜銀行の

持つネットワークから外部資源とマッチングすることで、KPI 達成をサポートする。 

JCR は、以上のモニタリング方針について、本ファイナンスのインパクト特定及び KPI

の内容に照らして適切であると評価している。 

 

（4）結論 

JCRは上記（1）～（3）より、本ファイナンスにおいて、SDGsに係る三側面（環境・社
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会・経済）を捉えるモデル・フレームワークの包括的インパクト分析（インパクトの特定・

評価・モニタリング）が、十分に活用されていると評価している。 

 

IV. 「インパクトファイナンスの基本的考え方」との整合に係る意見 

「インパクトファイナンスの基本的考え方」は、インパクトファイナンスを ESG 金融の

発展形として環境・社会・経済へのインパクトを追求するものと位置づけ、大規模な民間資

金を巻き込みインパクトファイナンスを主流化することを目的としている。当該目的のた

め、国内外で発展している様々な投融資におけるインパクトファイナンスの考え方を参照

しながら、基本的な考え方をとりまとめているものであり、インパクトファイナンスに係る

原則・ガイドライン・規制等ではないため、JCRは本基本的考え方に対する適合性の確認は

行わない。ただし、国内でインパクトファイナンスを主流化するための環境省及び ESG 金

融ハイレベル・パネルの重要なメッセージとして、本ファイナンス実施に際しては本基本的

考え方に整合的であるか否かを確認することとした。 

本基本的考え方におけるインパクトファイナンスは、以下の 4 要素を満たすものとして

定義されている。本ファイナンスは、以下の 4要素と基本的には整合している。ただし、要

素③について、モニタリング結果は基本的には同社から貸付人である横浜銀行及び評価者

である浜銀総合研究所に対して開示がなされることとし、可能な範囲で対外公表も検討し

ていくこととしている。 

 

要素① 投融資時に、環境、社会、経済のいずれの側面においても重大なネガティブイ

ンパクトを適切に緩和・管理することを前提に、少なくとも一つの側面におい

てポジティブなインパクトを生み出す意図を持つもの 

要素② インパクトの評価及びモニタリングを行うもの 

要素③ インパクトの評価結果及びモニタリング結果の情報開示を行うもの 

要素④ 中長期的な視点に基づき、個々の金融機関/投資家にとって適切なリスク・リタ

ーンを確保しようとするもの 

また、本ファイナンスの評価・モニタリングのプロセスは、本基本的考え方で示された評

価・モニタリングフローと同等のものを想定しており、特に、企業の多様なインパクトを包

括的に把握するものと整合的である。 

 

V. 結論 

以上の確認より、本ファイナンスは、国連環境計画金融イニシアティブの策定したポジテ

ィブ・インパクト金融原則及びモデル・フレームワークに適合している。 
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また、環境省の ESG金融ハイレベル・パネル設置要綱第 2項（4）に基づき設置されたポ

ジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトファイナンスの

基本的考え方」と整合的である。  
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